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第１章 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 
１．環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 16 条の規定に基づき、当社は、環境の保全の見地からの意見を求

めるため、環境影響評価準備書（以下、「準備書」という。）を作成した旨及びその他事項を

公告し、準備書及びこれを要約した書類（以下、「要約書」という。）を公告の日から起算し

て 1 月間の縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表した。 
 

（１）公告の日 
平成 31 年 2 月 1 日（金） 

 
（２）公告の方法 

①日刊新聞紙による公告 
平成 31 年 2 月 1 日（金）付の日刊新聞紙に「公告」を掲載した。（別紙１参照） 
・神戸新聞（社会面／25 面、早版*） 
・朝日新聞（兵庫面／18 面、大阪本社版／播州版） 
・毎日新聞（兵庫面／22 面、大阪本社版／播州但丹版） 
・読売新聞（地域面／27 面、大阪本社版／播州・但丹版） 
・産経新聞（播州面／22 面、大阪本社版／播州版） 
・日本経済新聞（社会面／35 面、大阪本社版／2 府 4 県版） 
 *但馬、西播、姫路北部、姫路南部、東播、北播、丹波、三田北部版 

 
②上記の公告に加え、以下の「お知らせ」を実施した。 

・当社ホームページに平成 31 年 2 月 1 日（金）から掲載した。（別紙２、３参照） 
 

（３）縦覧場所 
以下の計 3 ヶ所にて縦覧を実施した。また、当社ホームページにおいてインターネット

の利用により公表した。 
 

①縦覧場所 
縦覧場所 所在地 

兵庫県庁環境影響評価室（第 3 号館 12 階） 神戸市中央区下山手通五丁目 10 番 1 号 
姫路市役所環境政策室（本庁舎 7 階） 兵庫県姫路市安田四丁目 1 番地 
大阪ガス株式会社 DILIPA（ディリパ）姫路 兵庫県姫路市神屋町四丁目 8 番地 
注：以下、大阪ガス株式会社 DILIPA（ディリパ）姫路は「DILIPA 姫路」という。 

 
②インターネットの利用による公表 

・当社ホームページに準備書及び要約書を公表した。（別紙３参照） 
http://www.hnpg.jp/assess/index.html 
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（４）縦覧期間 

平成 31 年 2 月 1 日（金）から平成 31 年 3 月 4 日（月）までとした。 
自治体庁舎については、土曜日、日曜日、及び「国民の祝日に関する法律」（昭和 23 年

法律第 178 号）に規定する休日の閉庁日は除いた。DILIPA 姫路については、水曜日の閉

館日は除いた。 
縦覧時間は、各縦覧場所とも 9 時から 17 時までとした。 
また、インターネットの利用による公表については、平成 31 年 2 月 1 日（金）9 時から

平成 31 年 3 月 18 日（月）17 時までであり、24 時間閲覧可能とした。 
 
（５）縦覧者数 

①縦覧者名簿記載者数  5 名 

（内訳） 
・兵庫県庁環境影響評価室（第 3 号館 12 階） 0 名 
・姫路市役所環境政策室（本庁舎 7 階） 4 名 
・DILIPA 姫路   1 名 

 
   ②準備書及び要約書を公表した当社ウェブサイトへのアクセス数：  1,441 回 
 

２．環境影響評価準備書についての説明会の開催 
「環境影響評価法」第 17 条の規定に基づき、準備書の記載事項を周知するための説明会

を開催した。 
説明会の開催の公告は、準備書の縦覧等に関する公告と同時に行った。（別紙１参照） 
 

開催日時 開催場所 来場者数 

平成 31 年 2 月 19 日（火） 
18 時 30 分～20 時 00 分 

姫路キャスパホール 
（兵庫県姫路市西駅前町 88 キャスパ 7 階） 

41 名 
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３．環境影響評価準備書についての意見の把握 
「環境影響評価法」第 18 条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を有する者の意

見書の提出を受け付けた。 
 

（１）意見書の提出期間 
平成 31 年 2 月 1 日（金）から平成 31 年 3 月 18 日（月）（当日消印有効）まで 

 
（２）意見書の提出方法 

縦覧場所に備え付けの意見書用紙（別紙４参照）などにより、当社への郵送による書面

の提出とした。 
 

（３）意見書の提出状況 
提出された意見書の総数は 2 通（意見の総数：20 件）であった。 
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別紙１  
 

日刊新聞紙に掲載した公告内容 
（神戸新聞、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、産経新聞、日本経済新聞） 

 
 

平成 31 年 2 月 1 日（金）掲載 
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別紙２  
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別紙３  
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別紙４  
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第２章 環境影響評価準備書について提出された環境の保全の見地からの意見の概要と 
これに対する事業者の見解 

「環境影響評価法」第 18 条第 1 項の規定に基づいて、事業者に対して意見書の提出により述

べられた環境の保全の見地からの意見は 20 件であった。 
「環境影響評価法」第 19 条及び「電気事業法」第 46 条の 12 の規定に基づく、準備書につい

ての意見の概要とこれに対する事業者の見解は、次のとおりである。 
 なお、提出された意見については、原則、原文のまま記載した。 
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環境影響評価準備書についての意見の概要とこれに対する事業者の見解 

１．事業計画関係 
No 意見の概要 事業者の見解 
1 電力広域的運営推進機関の需要想定によれ

ば、需要電力量は減少傾向にあります。（グラ

フ参照）長期エネルギー需給見通しでは、経済

成長率 1.7%で想定していますが、OCCT で示

されている最新のデータでは、1.0%となってい

ます。以前から、経済成長率とエネルギー需要

は相関関係があるとして、需要想定の指標とし

て、用いられてきていますが、その考えに従っ

ても、需要電力量は伸びないことになります。

さらに、「2005 年以降、GDP は伸びるが、エネ

ルギー需要は減少しており、今後もこのトレン

ドは続く。一方震災以降のエネルギーの需給の

減少は将来行わねばならない省エネを先取り

しているからだという意見もあり、検証する必

要がある」（2015 長期エネルギー需給見通し小

委員会）という指摘もあります。需要の伸び悩

み、再エネ大量導入による稼働率低下は、事業

採算性に影響する問題です。 
事実、LNG 火力は 2017.7 川崎天然ガス 3.4 号

機計画、2017.9 清水天然ガス発電計画の計画中

止、石炭火力では 2017.3 高砂新火力計画、

2017.3市原火力計画、2018.12蘇我火力、2019.1 
千葉袖ヶ浦火力計画が計画変更または中止と

なっています。 
供給力過剰にならないか、再検討してくださ

い。 

 

本事業では、最新鋭の高効率なガスター

ビン・コンバインドサイクル方式の発電設

備を採用するため、本発電所は火力発電の

中でも、発電効率が現時点では最も高い発

電所となります。したがって、本発電所が

稼働した場合、本発電所の稼働に応じて、

効率の低い他の火力発電所の稼働が減少

すると考えています。 
また、「長期エネルギー需給見通し」（経

済産業省、平成 27 年）においては、LNG
火力は高効率化を進めつつ、2030 年度の

電源構成に占める割合を 27％程度にする

こととされており、また、「第 5 次エネル

ギー基本計画」（経済産業省、平成 30 年）

においては、天然ガスの政策の方向性とし

ては、地球温暖化対策の観点からも、新陳

代謝によりコンバインドサイクル火力発

電など天然ガスの高度利用を進めるとさ

れています。そのため、本事業は、国の目

標にも整合する計画であると考えていま

す。 
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No 意見の概要 事業者の見解 
2 姫路天然ガス発電所新設計画と兵庫県環境基

本計画との整合性について 
兵庫県では、平成 26 年 3 月に策定した「第 4

次兵庫県環境基本計画」後に顕在化した環境課

題として、 
① 地球規模での環境課題として、地球温暖化

により頻発する異常気象・大規模災害、生

物多様性の危機、「パリ協定」の発効 
② エネルギー問題などを踏まえたライフスタ

イルの転換として、温室効果ガス削減に向

けた省エネルギー等のさらなる推進 
③ 身近な環境課題として、PM2.5 等の対策 
などをあげ、この課題を克服するため、平成 31
年 2 月に「第 5 次兵庫県環境基本計画」を策定

し、「低炭素」「自然共生」「資源循環」「安全・

快適」という環境分野を「場」ごとに整理し、

複合的に施策を展開することとしている。 
 周知のとおり、兵庫県の尼崎から赤穂に至る

瀬戸内海沿岸部（一部内陸部を含む）では姫路

第 1、第 2 発電所をはじめとして火力発電所（一

部廃棄物発電などを含む）がすでに集中立地

し、その総発電容量は、すでに 1036 万 kW に

達しています。まさに、兵庫県の沿岸域は、日

本における火力発電所の一大集積地となって

いると言っても過言でない。 
 にもかかわらず、今回の 180 万 kW にのぼる

巨大な姫路天然ガス発電所計画は、神戸市民が

現在反対の意思を示す神戸製鋼所神戸製鉄所

の大規模な石炭火力発電所計画と同様、地域が

内包する課題の克服に向けた計画とは決して

考えることはできない。 
兵庫県の瀬戸内海沿岸域、とりわけ、姫路な

ど西播地域は、近時、県民の不断の努力により、

高度経済成長時代の沿岸域の開発と利用によ

ってもたらされた環境汚染の改善が図られて

きた。このたびの巨大火力発電所のさらなる立

地は、今また環境に対して大きな負荷を強い、 

①温室効果ガスについては、兵庫県で

は、平成 29 年 3 月に、国の新たな温室効

果ガス削減目標を念頭に、兵庫県内の温室

効果ガス排出量を 2030 年度に 2013 年
度比で 26.5%削減する「兵庫県地球温暖化

対策推進計画」が公表されており、この削

減目標は、国の 2030 年度二酸化炭素排出

原単位の目標値（0.37kg-CO2/kWh）を前

提としています。また、「エネルギーの使

用の合理化等に関する法律」（昭和 54 年

法律第 49 号）（以下、「省エネ法」という。）

にて、上記の二酸化炭素排出原単位の目標

値を達成するために、ベンチマーク指標が

導入されています。 
本事業は、「省エネ法」のベンチマーク

指標（火力発電効率のベンチマーク A 指

標及び B 指標の値）を達成する見込みで

あることから、国の目標・計画と整合して

おり、よって兵庫県の温暖化対策の目標達

成においても支障がないと考えています。 
②省エネルギーの更なる推進について

は、本発電所は火力発電の中でも発電効率

が現時点では最も高い発電所となる計画

です。また、「省エネ法」で定めるベンチ

マーク指標について、上記①のように達成

する見込みであることから、本事業は省エ

ネルギーの推進に貢献できると考えてい

ます。 
③大気環境については、本事業は、天然

ガスを燃料とすることで、硫黄酸化物の排

出はなく、ばいじんの発生はありません。

また、窒素酸化物については、低 NOx 燃

焼器及び排煙脱硝装置を設置し、ガスター

ビン・コンバインドサイクル方式を採用し

た環境アセスメント事例において最も低

濃度である 4ppm で排出する計画とする

こと、排煙脱硝装置の適切な運転管理や定 
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No 意見の概要 事業者の見解 
 これまで県民が積みかさねてきた努力を無に

するものである。 
このたびの巨大発電所立地に対する事業者

のスタンスは、兵庫県が策定した上記環境基本

計画との整合性がまさに問われている。つま

り、本件事業実施区域周辺は今も大気汚染に注

視していかなければならない地域であり、現

状、SO2 などの環境基準が達成しているとはい

え、住民により一層の環境の改善が求められて

いることを踏まえ、地域での持続的な事業運営

とその貢献を考えたとき、この立地計画は「環

境基本計画」と整合するまでもないことから、

決して容認することはできない。 

期的な点検により性能を維持すること等

により、施設の稼働（排ガス）に伴う窒素

酸化物の影響を可能な限り低減します。 
 上記のとおり、本事業は、温室効果ガス

削減及び省エネルギーの推進に貢献し、ま

た、可能な限り大気環境への影響を低減し

ていることから、兵庫県の環境基本計画と

整合が図られているものと考えています。 
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２．大気関係 
No 意見の概要 事業者の見解 
3 窒素酸化物の排出と PM2.5 対策について 

平成 13 年 6 月に改正された自動車

NOx・PM 法（自動車から排出される窒素

酸化物及び粒子状物質の特定地域における

総量の削減等に関する特別措置法、以下

「法」という。）では、窒素酸化物（NOx） 
や浮遊粒子状物質（SPM）による大気汚染

が著しい地域を対策地域として指定してい

る。この地域では、トラック・バス等（デ

ィーゼル車、ガソリン車、LNG 車）及びデ

ィーゼル乗用車は、特別の NOx 排出基準及

び PM 排出基準に適合し、NOx・PM の排

出量の少ない車を使用するための規制が行

なわれ、 
兵庫県では、神戸市、姫路市、尼崎市、明

石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、

宝塚市、高砂市、川西市、加古郡播磨町及

び揖保郡太子町の 11市 2町の区域が指定さ

れている。 
しかし、姫路市において計画する本件準

備書では、巨大固定発生源として排出する

大量の窒素酸化物について、排出濃度

（4ppm）と時間排出量（3 機計 41.7m3/h）
しか記載されていない。3 機稼働時点での

年間最大排出量を明らかにすべきである。

なぜなら、大気汚染による地域の環境は濃

度だけで判断すべきなく、排出総量を把握

することによって地域への負荷の程度を把

握することが不可欠であることがその理由

である。移動発生源に対する規制が強化さ

れている地域で固定発生源という理由でそ

の排出が看過されてはならない。 
 また、PM2.5 については姫路市内にある

一般環境測定局（特に白浜測定局）では、

年平均値で平成 25 年度から平成 29 年度す

べてにおいて環境基準を超えている（同局

では日平均値も平成 25 年度から平成 27 年 

本事業は、天然ガスを燃料とすることで、

硫黄酸化物の排出はなく、ばいじんの発生は

ありません。また、微小粒子状物質（PM2.5）
の二次生成粒子の基となる窒素酸化物（年間

排出量：約 675t）については、低 NOx 燃焼器

及び排煙脱硝装置を設置し、ガスタービン・

コンバインドサイクル方式を採用した環境ア

セスメント事例において最も低濃度である

4ppm で排出する計画とすること、排煙脱硝装

置の適切な運転管理や定期的な点検により性

能を維持すること等により、施設の稼働（排

ガス）に伴う窒素酸化物の影響を可能な限り

低減します。 
PM2.5 の評価については、現時点において

シミュレーション手法が開発途上にあるな

ど、技術的な制約から予測・評価が困難であ

り、発電所の環境影響評価としての評価手法

が確立されていないとの認識です。平成 27 年

3 月に環境省から公表された「微小粒子状物質

の国内における排出抑制策の在り方について 

中間とりまとめ」によれば、PM2.5 の現象解

明と PM2.5 削減に向けた対策検討が必要とさ

れており、今後、国の検討状況を踏まえ対応

を検討してまいります。 
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No 意見の概要 事業者の見解 
 度で基準値超過）。他の姫路市内測定局では

過去、現状において基準超過か高水準にあ

る。 
すなわち、同地域は住民への健康影響が

あるといわれる PM2.5 について、早急に発

生源対策を講じなければならない地域であ

る。 
このような現状のなかで、これまでの

PM2.5 成分分析の結果、窒素酸化物が硝酸

塩に変化することを通じ、PM2.5 の生成に

大きく寄与しているといわれている。この

たびの計画による窒素酸化物の大量の排出

は、PM2.5 生成の原因物質の供給につなが

り、許容されるものでない。準備書におい

て PM2.5 に対する評価検証の結果を住民

に対して明らかにすべきである。 

 

4 低周波音の評価は、環境基準がないため、

環境影響評価では、①低周波音を感じ、睡 
眠影響が現れ始めとされている  100dB 
（G 特性）②建物等のがたつきが始まる低

周波音レベル（低周波音の測定方法に関す

るマニュアル、2000 年環境省）③圧迫感.
振動感を感じる低周波音レベル（環境アセ

スメントの技術 1999 年 社団法人環境情

報科学センター）で評価されています。（③

の文献は昭和 55 年度 文部省科学研究費

「環境科学」特別研究：超低周波音の生理・

心理的影響に関する研究班報告書（1．低周

波音に対する感覚と評価に関する基礎研

究）の研究結果から引用） 
 ところが、環境アセスメント技術の検討

後の 2004 年、相次ぐ低周波音の被害訴え

に対して、環境省は、「低周波音問題の手引

き書（環境省）」で、参照値を示しました。

低周波音による建具等のがたつき、室内で

の不快感などについて苦情申し立てがあっ

た場合に、低周波音によるものかどうかを

判断する目安となる値とされています。 

本事業の低周波音に係る影響評価について

は、これまでの「環境影響評価法」（平成 9 年

法律第 81 号）対象の火力発電における低周波

音に係る環境影響評価の知見に基づき、以下

の指標を用いて評価しました。 
・「低周波音の測定方法に関するマニュアル」

（環境庁、平成 12 年）に示されている「G 特
性低周波音圧レベルの感覚閾値（100dB）」及

び「建具のがたつきが始まるレベル」 
・「環境アセスメントの技術」（社団法人環境

情報科学センター、平成 11 年）に示されてい

る「圧迫感・振動感を感じる音圧レベル」 
予測の結果、上記の指標をすべて下回った

ことから、環境保全の基準等の確保に支障を

及ぼすものではないと評価しました。 
なお、参照値の取扱については、「低周波音

問題対応の手引書における参照値の取扱につ

いて」（環境省、平成 29 年）等のとおり、「参

照値は、固定発生源から発生する低周波音に

ついて苦情の申し立てが発生した際に、低周

波音によるものかを判断するための目安とし

て示したものである」、「参照値は、低周波音 
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No 意見の概要 事業者の見解 
 その後も、低周波音による被害の訴えは

続いています。最近では、2017 年 12 月 21
日、消費者安全調査委員会は「消費者安全

法第 23 条第 1 項の規定に基づく事故等原

因調査報告書 家庭用コージェネレーショ

ンから生じる運転音により、不眠等の症状

が発生したとされる事案」を提出しました。

http://www.caa.go.jp/policies/council/csic/
report/index.html 
家庭用コジェネで訴えがあった 73件（2009
年 9 月から 2017 年 9 月まで）中、調査の

協力が得られた 8 件について現地実態調査

を実施、人体への影響を分析し、環境省へ

は「現場での音の測定値が「低周波音によ

る心身に係る苦情に関する参照値」以下で

あっても低周波音の影響の可能性について

慎重な判断を要する場合があることを、引

き続き周知徹底すること」経産省へは「家

庭用コジェネの運転音に含まれるピーク周

波数の音圧レベルの低減に一定の効果がみ

られたことを示した本報告書も参考にしな

がら、家庭用コジェネの運転音の改善の検

討を続けるよう、製造事業者を促すこと。」

等の意見を提出しました。 
また、同年 12 月 27 日、環境省水・大気環

境局大気生活環境室は、「低周波音問題対応

の手引書における参照値の取扱いについ

て」 
http://www.env.go.jp/air/teishuha/tebiki/a
ttach/H291227jimurenraku.pdf 
で三度目の周知徹底を行っています。「参照

値は、環境アセスメントの環境保全目標値

ではない」としながらも、「心身に係る苦情

に関する参照値は、低周波音に関する感覚

については個人差が大きいことを考慮し、

大部分の被験者が許容できる音圧レベルを

設定したものである。なお、参照値は低周

波音の聴感特性に関する実験の集積結果で 

についての対策目標値、環境アセスメントの

環境保全目標値、作業環境のガイドラインな

どとして策定したものではない」と周知され

ていることから、参照値での評価を実施しな

いこととしています。 
なお、万が一、低周波音に関して苦情が発

生した際は、「低周波音問題対応の手引書」（環

境省、平成 16 年）を参照し、真摯に対応しま

す。 
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No 意見の概要 事業者の見解 
 あるが、低周波音に関する感覚については

個人差が大きく、参照値以下であっても、

低周波音を許容できないレベルである可能

性が 10%程度ではあるが残されているた

め、個人差があることも考慮し判断するこ

とが極めて重要である」と記されています。 
本来ならば、「環境アセスメントの技術・

評価の方法」を再検討すべきです。これま

での低周波音の知見に基づいて評価すべき

です。 

 

5 風力発電についての環境影響評価では、

心身に係わる参照値（以下参照値）を図の

中に加えている事例もあります。（響灘ウイ

ンドエナージーリサーチパーク環境影響評

価・評価書）

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou
/00600164.html 

少なくとも、本環境影響評価でも、参照

値を明示すべきです。 

 

6 近傍住宅の合成値を参照値と比較したグ

ラフを見ると、50Hz から参照値を超え始

め、63Hz 以上では、昼夜、参照値を超え

ています。環境省の通知によれば、低周波

音の被害が生じる可能性を否定できないこ

とを示しています。準備書では、「圧迫感、

振動感を感じる低周波音圧レベルと比較す

ると近傍住宅等においては各周波数とも、

よくわかる・不快な感じがしないレベルに

なっている」として事後調査もなく、環境

監視の項目にも入っていません。環境省の

見解、消費者庁の見解に従えば、環境監視

として、少なくとも低周波音の測定、健康

被害の聞き取り調査をすべきではないので

しょうか。 

本事業の低周波音に係る影響評価について

は、これまでの「環境影響評価法」（平成 9 年

法律第 81 号）対象の火力発電における低周波

音に係る環境影響評価の知見に基づき、以下

の指標を用いて評価しました。 
・「低周波音の測定方法に関するマニュアル」

（環境庁、平成 12 年）に示されている「G 特
性低周波音圧レベルの感覚閾値（100dB）」及

び「建具のがたつきが始まるレベル」 
・「環境アセスメントの技術」（社団法人環境

情報科学センター、平成 11 年）に示されてい

る「圧迫感・振動感を感じる音圧レベル」 
予測の結果、上記の指標をすべて下回った

ことから、環境保全の基準等の確保に支障を

及ぼすものではないと評価しました。 
また、本事業に係る低周波音の予測手法は、

科学的知見に基づく音の伝搬理論に基づく計

算式による数値計算であり、予測の不確実性

の程度は小さいものと考えられること、及び、 
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No 意見の概要 事業者の見解 
 

 
グラフは重要な内容なので、必ず明示し

てください。 

低周波音の発生源となる機器を可能な限り建

屋内に設置する等の実効性のある環境保全措

置を講じることから、環境監視及び事後調査

を実施しないこととしています。 
なお、万が一、低周波音に関して苦情が発

生した際は、「低周波音問題対応の手引書」（環

境省、平成 16 年）を参照し、真摯に対応しま

す。 

7 「消費者安全法第 23 条第 1 項の規定に

基づく事故等原因調査報告書 家庭用コー

ジェネレーションから生じる運転音によ

り、不眠等の症状が発生したとされる事案」

では、FFT 分析（どの周波数の音がどの程

度含まれているか）を実施し、ピーク周波

数（前後の周波数を比べて音圧レベルが 
6dB 以上。純音、卓越周波数とも呼ぶ）を

取り出し、健康被害との関連性を考察して

います。この報告書は、以前から汐見文隆

さんが指摘してきた「参照値以下であって

も卓越周波数があれば、健康影響があらわ

れる」という主張と合致しています。 
近傍住宅 3 の予測値と参照値を比較し

たグラフを示しました。参照値以下ですが、

明らかに 20Hz に卓越周波数があることが

解ります。また、現況値のグラフと合成値

のグラフを比較すると、ピークが著しくな

っていることがわかります。準備書では、

低周波音の諸元として、タービン建屋の卓

越周波数が 20Hz となっていますので、こ

のピークは、タービン建屋による影響であ

ることがわかります。参照値より低い、「圧

迫感・振動感を感じる低周波レベル」より

低いという判断でなく、このような低周波

音の卓越周波数について環境影響評価の中

で評価すべきです。また、対策を強化すべ

きです。 

本事業の低周波音に係る影響評価について

は、これまでの「環境影響評価法」（平成 9 年

法律第 81 号）対象の火力発電における低周波

音に係る環境影響評価の知見に基づき、以下

の指標を用いて評価しました。 
・「低周波音の測定方法に関するマニュアル」

（環境庁、平成 12 年）に示されている「G 特
性低周波音圧レベルの感覚閾値（100dB）」及

び「建具のがたつきが始まるレベル」 
・「環境アセスメントの技術」（社団法人環境

情報科学センター、平成 11 年）に示されてい

る「圧迫感・振動感を感じる音圧レベル」 
予測の結果、上記の指標をすべて下回った

ことから、環境保全の基準等の確保に支障を

及ぼすものではないと評価しました。 
また、施設の稼働（機械等の稼働）に伴う

低周波音の影響を低減するために、以下のと

おり、実効性の高い環境保全措置を講じます。 
・低周波音の発生源となる機器については、

可能な限り建屋内に収納し低周波音を低減 
・発電設備の配置計画にあたっては、可能な

限り住居側敷地境界から離すことにより近傍

住居等に対する低周波音の影響を低減 
なお、万が一、低周波音に関して苦情が発

生した際は、「低周波音問題対応の手引書」（環

境省、平成 16 年）を参照し、真摯に対応しま

す。 
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No 意見の概要 事業者の見解 
 

 
（グラフは大切な説明資料です。必ず掲載

してください） 
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３．水環境関係 
No 意見の概要 事業者の見解 
8 冷却ブロー水（6160m3/日）、プラント排

水（400m3/日）を pH 調整して、姫路市公

共下水道に流す計画となっています。その

際、下水道に流す場合の水質基準を満たす

必要がありますが、その基準を満たしてい

ることをどのようにして確認するのでしょ

うか。また、定期検査時の排水の水質は、

運転中と比べて変わらないのでしょうか。

運転中、定検中の水質を環境影響評価で明

らかにすべきです。 

下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）では、

水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）で

規定する特定施設の設置者に対し、排水水質

の測定義務を規定しています。本発電所には

特定施設が無いため、定期的な水質測定はし

ないこととしています。 
 試運転時と定期点検時で排水水質は変動し

ますが、試運転時及び定期点検時に、適宜、

水質測定を行い、下水道法及び姫路市下水道

条例（昭和 35 年条例第 32 号）で定める水質

基準を満足していることを確認した後、姫路

市公共下水道に排出します。 
なお、運転中及び定期点検時の排水水質は、

下水処理場にて処理される前の段階であり、

海域に排出される際の水質ではないため、環

境影響評価上必要がないと考えたことから、

記載していません。 
9 冷却塔では、スケール防止剤（配管等へ

の物質の付着を防ぐ）、スライム防止剤（細

菌、微生物、カビの発生を防ぐ）が利用さ

れます。この計画では、どのような薬剤が、

どの程度の量利用されるのでしょうか。ま

た、この薬剤を含む排水は、下水道に流せ

るのでしょうか。 

本発電所では、一般的に冷却塔で使用され

ているスライム防止剤、スケール防止剤を使

用し、過大に添加することのないように薬剤

の濃度管理を適正に行います。 
発電所からの排水は、下水道法（昭和 33 年

法律第 79 号）及び姫路市下水道条例（昭和

35 年条例第 32 号）で定める水質基準を満足

していることを確認した後、姫路市公共下水

道に排出します。 
10 燃料増産に伴う冷排水、冷却塔ブロー水（温

排水）について 
本件計画の発電所で使用する年間燃料使

用量 155 万 t にのぼる LNG は、隣接する

大阪ガス LNG 基地からガスとして供給さ

れる。その際、当該基地における増産に伴

い、気化器で発生する冷排水も増加すると

予想されることから、海水温変化に伴う漁

業への影響を検証、評価する必要がある。 
また、準備書に掲載された発電設備概念

図によると冷却塔ブロー水（温排水）は、  

本事業は、発電用燃料を大阪ガス姫路製造

所から供給を受け、発電所からの排水を姫路

市公共下水道へ排出する計画です。 
発電用燃料の供給、及び、下水処理場で行

う排水処理に関しては、当社の事業範囲では

なく、本事業の環境影響評価の対象となりま

せん。 
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No 意見の概要 事業者の見解 
 pH 処理したのち、姫路公共下水道に排出

されることで、排出される海域における影

響について検証、評価されていない。しか

しこれはブラックボックス化といわざるを

えない。 
すなわち、本件計画は、大阪ガス LNG

基地、姫路公共下水道と一体的に運営され

る施設であって、単独で稼働が可能な施設

ではない。そのため環境への影響（特に海

域への影響）評価にはこれらを総合的に実

施してこそ「評価」を実態に即したものと

みることができるが、準備書では明らかに

されていない。 
そのため、 
① 大阪ガス LNG 基地において増産に

伴う、必要な海水の取水量、冷排水

の温度、流速、流量及び取水口と排

水口の位置 
② 姫路公共下水道に排出する温排水の

温度、流速、流量、排水口の位置 
を明らかにしながら、冷排水、温排水が海

域にどのように処理されどのような形で放

流されるか、一体的に明らかにすることを

通じ、本計画についてその影響を評価しな

ければ環境影響評価をしたとはいえない。 
 大阪ガス LNG 基地、姫路公共下水道と

共同で一体的に放流の実態とそれがもたら

す海域の生態影響、漁業影響の有無を検証

し、評価した結果を住民、漁業者に明らか

にする必要がある。 
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４．動物・植物・生態系関係 
No 意見の概要 事業者の見解 
11 2010 年、第 10 回生物多様性条約締約国

会議が開催され、新たな世界目標である

「生物多様性戦略計画 2011－2020 及び愛

知目標」が採択されました。この国家戦略

において、2050 年までの長期目標として、

「生物多様性を現状以上に豊かなものと

するとともに、生態系サービスを将来にわ

たって享受できる自然共生社会の実現」

を、2020 年までの短期目標として「生物

多様性の損失を止めるために、（中絡）効

果的かつ緊急な行動を実施する」ことを掲

げています。生物多様性の第一の危機は開

発など人間活動による危機ですが、環境影

響評価制度では、重大な環境影響について

は、回避・低減を含む環境保全措置を考え

ることになっています。この世界的な流れ

の中で対策を考えるべきです。 
現在の環境影響評価では、オーストラリ

ア等で取り入れられている「生物多様性オ

フセット」（損なわれる環境の量と質を評

価し、それに見合う環境を創出すること。

代償措置の一つ）の方法は採用されていま

せん。発電所予定地は、重要な種は、植物

だけでなく、コチドリも繁殖が確認されて

いる場所です。石油精製設備撤去後の時間

が経過しているため、独特な生態系が出来

上がっている場所です。移植などの方法以

上に、「改変を受ける生息地と同等以上の

質及び面積の生息地を創出する」生物多様

性オフセットの考え方で取り組むべきで

はないのでしょうか。 

発電所計画地は製油所の撤去跡地であり、

現状における生物の生息基盤は路傍・空地雑

草群落、アスファルト道路、人工裸地、駐車

場及び人工構造物となっています。 
発電所に新たに造成する緑地は、「工場立地

法」（昭和 34 年法律第 24 号）及び「姫路市工

場立地法準則条例」（平成 24 年姫路市条例第 8
号）に基づく必要な緑地面積率 5％、緑地を含

む環境施設面積率 10％に対して緑地面積率

18％以上を確保する計画です。また、緑地に

樹林エリア及び草地エリアを設け、樹林エリ

アにおいては対象事業実施区域周辺の緑地で

良好に生育している在来種の高木及び中低木

を植栽し、草地エリアにおいてはチガヤ及び

シバ類を植栽することにより、鳥類や昆虫類

等の多様な動物が利用可能な生息場所を創出

する計画としています。 
また、専門家等の助言を受けることにより、

改変を受ける動物が利用可能な生息場所を創

出することとしています。 

12 植物の重要種、ミゾコウジュ、フトイ、

ミコシガヤは移植する対策がとられます。

ところが、動物の重要種、シロチドリにつ

いては、計画地内での営巣が確認されたに

もかかわらず、準備書 p.728 で「本種の生

息に適した河口海岸の砂浜、干潟、河川、 

発電所に新たに造成する緑地のうち、チガ

ヤ及びシバ類を植栽する草地エリアの一部に

おいて、植栽を疎らにすることにより、シロ

チドリが繁殖期における一時的な生息場所と

して利用することが可能な草地とします。 
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No 意見の概要 事業者の見解 
 埋め立て地は、事業対象区域外に存在す

る。新たに造成する緑地は繁殖期における

一時的な生息場所として利用することが

考えられる」と述べられ、積極的な対策が

とられていません。シロチドリは全国的に

減少している種であり、そのため 2012 年、

全国で絶滅危惧種Ⅱ類(VU)で指定され、

2013年兵庫県のレッドデータブックでも、

要注目種から A ランク（絶滅危惧種Ⅰ類）

になった種です。 
2009 年、本計画地に隣接する姫路第二

発電所設備更新計画でも、準備書・知事意

見で「コチドリ、シロチドリ及びコアジサ

シの繁殖地としての利用が予想される裸

地の面積が減少するので、専門家の助言に

基づき、繁殖期に配慮しつつ、これらの鳥

類の繁殖に適した裸地環境を敷地内に可

能な限り創出すること」と取りあげられ、

事業者は評価書で「コアジサシ等の鳥類へ

の影響を低減するため、敷地内において繁

殖地となる裸地環境を可能な限り創出す

る」と述べています。 
問題は、繁殖地となる裸地環境（産卵す

る砂地や疎らな草の間の窪み）をいかにし

て創出するかです。 
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５．景観関係 
No 意見の概要 事業者の見解 
13 眺望景観（世界遺産姫路城の観光価値の低

下）について 
発電所の立地に伴う景観保全措置につい

て準備書ではその評価結果を明らかにして

いる。なかでも世界遺産姫路城大天守から

の眺望景観の現状と予測結果を明らかにし

ているが、これは単純に立地する発電設備

を眺望予測しているに過ぎない。 
計画している 140m の煙突 2 本を静的な

状態で予測するだけでなく、特に冬場の白

煙の排出の状態、冷却塔の白煙が放出され

る動的な状態（運転の状態）での予測（姫

路城天守から眺望）が必須である。 
そのことが世界遺産姫路城の観光価値の

低下を招かないか、姫路（日本）の地域資

産価値の保全から評価が必要である。もし

低下を招くようであれば、抜本的な措置の

見直しが必要である。 

施設の存在に伴う主要な眺望景観への影響

の評価については、「発電所に係る環境影響評

価の手引」（経済産業省、平成 29 年）を踏ま

え、環境影響評価において実績のある手法等

を用い、調査、予測及び評価を実施すること

とし、予測手法には、景観変化の程度を視覚

的に把握することに適しており、環境影響評

価で多くの実績があるフォトモンタージュ法

を採用しました。姫路城大天守におけるフォ

トモンタージュの予測結果は、建築物の上か

ら煙突や防音壁の一部が視認されますが、発

電所の主要な建物等は、周辺施設や周辺の自

然環境との調和に配慮した色彩とするため、

姫路城からの眺望景観への影響は小さいもの

と考えています。 
煙突からの白煙について、排ガスは、天然

ガスを燃焼することにより水分を含んだ状態

となっているため、気温及び湿度によっては

水分の凝結により白煙化することがあります

が、「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号）

の対象となる他の火力発電所事例において

も、景観の予測に煙突からの白煙を含めてい

ません。また、煙突からの白煙は、特に気温

が低い冬季の朝方等、発生条件が限定的であ

ることから、景観への煙突白煙の影響は小さ

いものと考え、景観の中で煙突からの白煙は

予測しないこととしています。 
冷却塔白煙については、「環境影響評価法に

基づく景観の環境影響評価について（風力発

電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に

関する検討会（環境省、平成 22 年））」にて紹

介されている火力発電の案件において、景観

に係る環境保全措置として、白煙抑制機構付

き乾湿併用型冷却塔を採用し、冷却塔白煙に

関する事後調査を実施した結果、「冷却塔によ

る白煙の発生抑制効果が十分に確認され、評

価書における評価は妥当であったとされてい 
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No 意見の概要 事業者の見解 
  る」とされています。本事業においても環境

保全措置として白煙抑制機能付きの冷却塔を

採用し、さらには、冷却塔白煙のテレビカメ

ラによる監視及び現場確認の状況を把握し、

周辺環境に影響を及ぼす可能性がある場合に

は、冷却塔の負荷抑制等を行うことにより、

白煙の発生量を低減することから、景観への

冷却塔白煙の影響は小さいものと考え、景観

の中で冷却塔白煙は予測しないこととしてい

ます。 
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６．温室効果ガス関係 
No 意見の概要 事業者の見解 
14 兵庫県知事意見に対する事業者の見解

p309 で「本発電所（排出原単位 
0.307kg-CO2/kWh）の稼働により置き換わ

る老朽化火力電源を想定し、老朽化火力電

源の二酸化炭素排出原単位を「地球温暖化

対策計画」（環境省 2016）に定義される火

力平均（2013 年度 0.65kg-CO2/kWh、2030
年度 0.66kg-CO2/kWh）とすると、排出原

単位は半分以下になります」とあります。

姫路天然ガス発電所の排出原単位は、発電

端です。すなわち、年間二酸化炭素排出量

302 万 t-CO2 を年間発電量 98 億 kWh で割

った量です。ところが、引用されている老

朽化火力電源の排出原単位は、送電端すな

わち排出係数の値になっています。削減量

は、発電端で比較して計算すべきです。数

字を訂正してください。また、基本的な間

違いをなぜしているのか、釈明して下さい。 
長期エネルギー需給見通しで示してある

電力による二酸化炭素排出量（2030 年）は

3.6 億 t-CO2 であり、火力の総発電量は

5964 億 kWh です。これから計算すると発

電端では、0.604 kg-CO2/kWh となります。

電力需要は、2030 年 9808 億 kWh 程度で

すから、これに発電電力量の火力の割合

56%を掛けると 5493 億 kWh 程度になり、

排出原単位（送電端）は、0.655 kg-CO2/kWh 
になります。 

環境省は、2013 年度は電気事業における

環境行動計画（電事連）の値を引用してい

ます。発電電力量 9387 億 kWh（火力の割

合 88.3%）、販売電力量 8490 億 kWh、二

酸化炭素排出量 4.84 億 t で計算すると、排

出原単位（発電端）は 0.583kg-CO2/kWh、
排出原単位（送電端）は 0.646 kg-CO2/kWh 
となります。 

本準備書p309で示した老朽火力電源の二酸

化炭素排出量を算出するにあたり、国が公表

する火力平均の二酸化炭素排出原単位につい

ては、閣議決定された「地球温暖化対策計画」

（平成 28 年）の他は明確に示されている資料

を確認できなかったことから、本数値を用い

ています。 
「地球温暖化対策計画」で示されている本

数値が送電端、発電端または使用端のいずれ

であるか明示されていません。よって、本準

備書 p309 の見解においては、本発電所の稼働

による二酸化炭素削減の考え方、及び、削減

量の規模感を示すことが目的であることか

ら、本数値を二酸化炭素排出原単位として二

酸化炭素排出量を算出しています。 
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No 意見の概要 事業者の見解 
15 兵庫県知事意見に対する事業者の見解 p.309 

の考え方に従えば、大阪ガスが出資している西

沖 の 山 火 力 （ 発 電 端 、 排 出 原 単 位

0.748kg-CO2/kWh）の立地に伴い、二酸化炭素

排出量は増加します。事業者の見解の説明は納

得できるものではありません。 

兵庫県知事意見に対する事業者の見解

p309 には、Daigas グループの二酸化炭素

削減に関する取り組みの一例として、

2018 年 12 月時点における Daigas グルー

プの国内再生可能エネルギー電源（建設中

含む）を記載しました。 
なお、西沖の山発電所（仮称）新設計画

については、発電事業の検討段階です。 
16 二酸化炭素の排出削減対策について 

準備書に記載された約 453 万トン/年に及ぶ

二酸化炭素の排出について、当準備書では、そ

の低減措置として 
① 燃料として天然ガスを使用 
② 「局長級とりまとめ」により、ガスタービ

ン・コンバインドサイクル方式を採用 
としか記載されておらず、削減に対する事業者

（大阪ガス、出光興産として）の主体的な取組

みとその実行性が全く示されておらず、住民の

理解を得るための努力が欠如している。そして

何よりも、低炭素社会に向けた取組みを強化し

なければならない時期に、温室効果ガスの排出

量が多い化石燃料のひとつである天然ガスを燃

料とした発電方法の選択は、温暖化対策の免罪

にならない。国・県が掲げる中期・長期の温室

効果ガスの排出削減目標や温暖化対策にかかる

計画との整合性を欠くものであり、環境への影

響を事業の計画に際して調査・予測・評価する

とともに、「環境への影響を回避し、又は低減す

ることを優先する」（環境影響評価法に基づく基

本的事項（環境庁告示第八十七号））ことを求め

る環境影響評価法の趣旨に照らして、環境影響

評価手続の中で、厳しく見直す必要がある。 

本事業では、環境に優しい天然ガスを燃

料とし、最新鋭の高効率なガスタービン・

コンバインドサイクル方式の発電設備を

採用することで、発電電力量あたりの二酸

化炭素排出量を可能な限り低減していま

す。また、本発電所は火力発電の中でも、

発電効率が現時点では最も高い発電所で

あるため、本発電所が稼働した場合、本発

電所の稼働に応じて、効率の低い他の火力

発電所の稼働が減少することで、二酸化炭

素排出量の削減に貢献できると考えてい

ます。 
さらに、発電所の運用にあたっては、適

切な運転管理及び定期的な点検により性

能を維持し、発電電力量あたりの二酸化炭

素排出量を維持するように努めます。 
また、「長期エネルギー需給見通し」（経

済産業省、平成 27 年）においては、LNG
火力は高効率化を進めつつ、2030 年度の

電源構成に占める割合を 27％程度にする

こととされており、また、「第 5 次エネル

ギー基本計画」（経済産業省、平成 30 年）

においては、天然ガスの政策の方向性とし

ては、地球温暖化対策の観点からも、新陳

代謝によりコンバインドサイクル火力発

電など天然ガスの高度利用を進めるとさ

れています。そのため、本事業は、国の目

標に整合している計画であると考えてい

ます。 
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７．その他の環境関係 
No 意見の概要 事業者の見解 
17 方法書の知事意見では、「土地所有者へ土壌汚

染調査及び対応の内容について確認し、事業実

施区域内に土壌汚染が認められる場合には、本

事業の工事の実施、工作物の存在及び供用にお

いて周辺環境への影響を及ぼさないかを自ら検

証し、造成等の施工による一時的な影響につい

て、必要に応じ土壌汚染を環境影響評価の項目

に追加選定し、調査、予測及び評価を行うこと」

とありますが、事業者の見解では「対象実施区

域内に土壌汚染が認められた場合は、土壌汚染

対策法等に基づき、粉じん防止対策、排水対策

等の環境対策を講じることで汚染土壌による周

辺環境への影響は回避される」として、項目に

選定されていません。姫路天然ガス発電（株）

の 33.34%出資者である出光興産（株）が土地

所有者ですが、土壌汚染調査及び対応の内容を

確認されたのでしょうか。 

対象事業実施区域は、土壌汚染対策法

（平成 14 年法律第 53 号）の要措置区域

等には指定されていませんが、一部に汚

染が認められ、地主である出光興産が製

油所閉鎖後から継続して対応していま

す。 
また、当社は、地主である出光興産が

製油所閉鎖後から継続的に実施している

土壌汚染の調査を含む対応の内容を把握

しています。 

18 中央卸売市場移転予定地における土壌汚染対

策等に関する専門会議資料（以下、専門家会議

と略す） 
http://www.city.himeji.lg.jp/s60/2216013/_424
67/_36555.html 
によると、発電所予定地の土地履歴詳細が明ら

かにされています。 
発電所予定地の関連するのは、第 1 回添付資料

（資料 4 関連(1)） 
http://www.city.himeji.lg.jp/var/rev0/0143/44
28/tennpu4-1.pdf 
 
経過は以下の通りです。 
・2008 年 6 月～7 月、 8 月～9 月 旧オンサイ

ト地区（旧装置地区・姫路天然ガス発電予定地）

で旧オフサイト（旧タンクヤード地区・現パナ

ソニック液晶ディスプレイ（株）工場）から持

ち込んだ油含有土壌の浄化処理 
・2008 年 8 月 油分浄化土壌 7.5 万 m3、うち

3 万 m3 は旧オンサイト地区で敷均し、4.5 万 

対象事業実施区域は、「土壌汚染対策

法」（平成 14 年法律第 53 号）の要措置区

域等には指定されていませんが、一部に

汚染が認められ、地主である出光興産が

製油所閉鎖後から継続して対応していま

す。 
また、本事業は、地主である出光興産

が製油所閉鎖後から継続的に実施してい

る土壌汚染の調査及び対応した土地を貸

借して実施する計画です。 
なお、本事業の工事実施にあたり、地

主の対応結果を踏まえた上で必要な場合

は、「土壌汚染対策法」の手続きを行い、

同法等に基づいた施工方法、及び、粉じ

ん防止対策や工事中の排水（土木工事に

伴い汲み上げた地下水等）対策等の汚染

拡散防止措置を講じることから、汚染土

壌による周辺環境への影響は回避される

と考えています。 
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No 意見の概要 事業者の見解 
 m3 は中央卸市場移転予定地に搬出。 

・2015 年 出光興産（株）の自主調査で、中央卸市場移転予

定地の一部（油処理土で盛された範囲）において、土壌汚染（砒

素、鉛、ベンゼン）を確認。 
・2016 年 2 月 第 1 回専門家会議 
・2017 年 3 月 第 9 回専門家会議で、汚染対策工事の内容を

決定。 
「盛土のべンゼンの土壌汚染は、盛土（油処理土）中に元々人

為的原因により存在していたものであり、油含有土壌のバイオ

処理後もベンゼンが残存した状態で盛土として使用されたも

のと考えられる。ただし、盛土の土壌汚染が地下水位の変動域

に存在していることから、当該箇所では、埋土部分に土壌汚染

が広がった可能性が考えられる」 
・2018 年 7 月～2019 年 3 月 土壌汚染対策工事 
「オンサイト処理業務」「エアースパージング業務」「揚水業務」 
工事中、環境対策として、敷地境界の大気（ベンゼン濃度、粉

じん量）・騒音・振動調査、排水処理装置試運転中に下水道排

水基準全項目の確認、排水処理装置の pH、濁度、ベンゼン濃

度、塩化物イオン濃度の測定を行っています。 
重要なのは、ベンゼンによる土壌汚染が明らかになった中央

卸売市場予定地の盛土は旧タンクヤード地区の油分浄化土壌

であり、その油分浄化土壌は発電所予定地でも敷均してあるこ

とです。ベンゼン等による土壊汚染の可能性が充分あるのです

から、まず、自主調査を実施すべきです。汚染が明らかになれ

ば、中央卸売市場予定地の環境対策程度の対策が必要です。周

辺住民への影響がありますから、周知するためには、追加環境

影響調査を実施すべきです。（横須賀石炭火力の環境影響評価

では、土壌汚染を項目として選定し、調査、予測、評価を行っ

ています） 

 

19 現パナソニック液晶ディスプレイ（株）工場敷地は、関西電

力の灰捨て場と使用さていました。（姫路第一発電所 1955 年

～1962 年石炭火力として運転開始。1973 年重油に燃料転換）

この事実は、中央卸売市場移転予定地における土壌汚染対策等

に関する専門会議資料の中に記載されていません。石炭灰の重

金属濃度が高いことを考えると、旧タンクヤード地区から現発

電所予定地に持ち込まれた土壌は、重金属汚染があることも考

えられます。重金属を含めた土壌汚染調査を実施すべきです。 
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No 意見の概要 事業者の見解 
20 工事中の排水（工事排水、雨水排水 4500m3/

日）は仮設排水処理装置（水質管理は SS、pH）

で処理され、既設排水口で海に流されます。準

備書 p.24 に掘削及び盛土の範囲が示されてい

ますが、油分浄化土壌、3 万 m3 が敷均された場

所と重なっています。また、第 1 回専門家会議

の資料、別紙 4-4-3 には旧オンサイト（2008.8
調査時点）で油含有土壌、ベンゼン（地下水）

の汚染があります。別紙 6-17 にある土壌汚染自

主調査のまとめでは、旧オンサイトで、油回収

中（2004.4～）、地下水回収予定とあります。

発電所予定地で土壌汚染対策が終わってなけれ

ば、工事中の排水処理の水質管理は充分といえ

ません。 

本事業は、地主である出光興産が製油

所閉鎖後から継続的に実施している土壌

汚染の調査及び対応した土地を貸借して

実施する計画です。 
なお、本事業の工事実施にあたり、地

主の対応結果を踏まえた上で必要な場合

は、「土壌汚染対策法」（平成 14 年法律第

53 号）の手続きを行い、同法等に基づい

た施工方法、及び、粉じん防止対策や工

事中の排水（土木工事に伴い汲み上げた

地下水等）対策等の汚染拡散防止措置を

講じることから、汚染土壌による周辺環

境への影響は回避されると考えていま

す。 
本準備書では、p324 に記載の通り、掘

削、地盤改良等による敷地の整地等にお

いて、雨水排水等の排出があることから、

水の濁りを環境影響評価の項目として選

定し、水の濁りに係る内容について記載

しています。 
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